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日 時：令和７年１月１７日（金）１０：00 ～ １２：００ 

場 所：全国健康保険協会福岡支部 会議室 

 

出席評議員：鬼﨑評議員・木塚評議員・黒木評議員・谷評議員・富松評議員 

野田評議員・松尾評議員・山田評議員・𠮷岡評議員 

 （五十音順） 

1. 議題 

 

（１）令和 7 年度 福岡支部保険料率について 

（２）インセンティブ制度について 

（３）令和 7 年度 福岡支部事業計画・保険者機能強化予算（案）について 

 

2. 議事概要 

 

 （１）令和 7 年度 協会けんぽ保険料率について   

 （２）インセンティブ制度について   

事務局より、資料 1-1、資料 1-2、資料 1-3、資料 2、参考資料 1-1、

参考資料 1-2、参考資料 1-3 に沿って説明。 

 

≪主な意見と回答≫ 

【被保険者代表】 

賃金上昇に伴う保険料収入の増加により、今後準備金残高がさらに増えてくる

ようであれば、保険料率維持前提の話だけではなく、引き下げについても色々

な議論ができると思う。 

 

【事業主代表】 

中長期的に保険給付費や支援金が増大していくことが見えているのだから、準

備金が積みあがった場合に国庫補助を減らされる点について、やめていただく

よう強く国へ要望してほしい。 

また、過去の経緯を踏まえると、保険料率の引き下げを行った場合に国庫補助

率が引き下げられる可能性があるため、結果的に平均保険料率 10％維持はや

むなし。 
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【被保険者代表】 

事業所の規模感に違いはあると思うが、中小企業の賃金は依然として増えてい

ないし、物価も上昇し加入者の生活は厳しい状況が続いている。政府は物価高

騰対策で色々と税金を投入しているが、協会けんぽに対する国庫補助も厳しい

ところを乗り切るうえで、暫定的に増やすことも必要であるのではないかと思

う。国への国庫補助率引き上げの働きかけを引き続き求めていただきたい。 

 

【学識経験者（議長）】 

令和 7 年度 福岡支部保険料率について異論はあるか。 

→ 全会一致で異論なし。 

 

（３）令和７年度福岡支部事業計画(案)・支部保険者機能強化予算(案)について  

 事務局より、資料 3-1、資料 3-2 及び 参考資料 2-1、 

参考資料 2-2 に沿って説明。 

  

≪主な意見と回答≫ 

【学識経験者】 

未治療者への受診勧奨について医師としての体感では、ここ数年一次勧奨文書

の効果が結構出ている気がするが、二次勧奨は一次勧奨で受診しない方へ働き

かけになるのでなかなか効果が出ないと思われる。どれくらいの効果がでてい

るのか教えていただきたい。 

 

【事務局】 

直近の令和 4 年 10 月から令和 5 年 9 月に勧奨した通知の結果では、福岡支

部は、一次勧奨文書発送の 3 か月後に 11.7％、6 か月後は 17.2％の方が受

診している。これに対して、全国平均は一次勧奨文書発送の3か月後に9.2％、

6 か月後は 14.8％となっており、6 か月後の数値を見ると全国平均よりも

2％以上高い結果となった。 

 

【被保険者代表】 

KPI について、前年度を上回るという目標が多いが、前年度を上回ることでイ

ンセンティブ制度の上位になることができるのか。また、LINE での広報につ

いて、月１回の配信だと少ないので、配信回数を増やせるならお願いしたい。 

 

 

 



機密性 1 

 

                   

【事務局】 

インセンティブ制度は実績と対前年度比で評価されるので、実績を伸ばしつつ、

対前年度比でも前年度を上回り継続的にインセンティブが獲得できるように

取り組んでいきたいと考えている。また、LINE については、保険料率の変更

のお知らせやマイナ保険証についてのトピック情報等、月三回程度の配信を予

定している。 

 

【事業主代表】 

KPI の進捗状況は年に何回程度確認しているのか。 

 

【事務局】 

毎月の事業進捗会議にて各グループの KPI を含め、事業の進捗状況を確認し

ている。 

 

【学識経験者】 

事業者健診結果データの取得が難しいと聞いているが、事業所はなぜデータ提

供したがらないのか。また、提供データはどのようなものなのか教えていただ

きたい。 

 

【事務局】 

取得している事業者健診結果データは、労働安全衛生法に基づく健康診断結果

のこと。これは協会けんぽの健診ではないため、事業所より直接データを提供

いただくか、事業所よりデータ提供の同意書を取得し、それを基に健診機関に

データの提供依頼を行い、健診機関がデータの提供に同意し協会けんぽに提供

することで初めて取得することができる。 

データ提供にあたり事業所及び健診機関に事務処理業務の負担が発生するた

め、提供を拒否されるケースも多い。 

また、労働安全衛生法に基づく健康診断の受診者がどれくらいいて、どこで受

診しているのかを協会けんぽが把握できないことが、事業者健診データの取得

が進まない原因の一因となっている 

 

【学識経験者（議長）】 

令和７年度福岡支部事業計画（案）・支部保険者機能強化予算（案）について

承認ということでよろしいか 

→ 全会一致で異論なし。 

 （ 以  上 ） 


